
広島県警察本部生活安全部生活安全総務課 令和2年10月

警備業法により，道路交通上，危険性の高い路線として，高速自動車国道，自

動車専用道路のほか，各都道府県公安委員会が認定する路線（通称：認定路線）

で交通誘導警備業務を行う場合は，交通誘導警備業務１級又は２級の検定合格

警備員を１名以上配置することが義務付けられています。

広島県公安委員会は，平成２７年から９路線を認定路線としていましたが，この

度，見直しを次のとおり行いました。

この変更は，令和３年４月１日から施行されます。

広島県公安委員会が認定する交通誘導警備業務にかかる

検定合格者配置路線（認定路線）の変更について

変更後

現在の認定路線

平成27年10月1日施行

変更後の認定路線

令和3年4月1日施行

お問合せ先 広島県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第２係

電話082-228-0110（内線3038～3040）

国道２号 継続

国道３１号 継続

国道５４号 継続

国道１８３号 新規

国道１８５号 継続

国道３１３号線 継続

新規

国道４８６号線 新規

県道２２号線（福山鞆線） 継続

県道３１号線（呉平谷線） 継続

県道３７号線（広島三次線） 継続

県道２９０号線（原田五日市線） 継続

国道３７５号線（東広島市西条町御薗宇
6461番地3先から東広島市豊栄町清武49
番地4先まで）県道３７号線（広島三次線）

県道２９０号線（原田五日市線）

国道２号

国道３１号

国道５４号

国道１８５号

国道３１３号

県道２２号線（福山鞆線）

県道３１号線（呉平谷線）


